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高
校
生
世
代
の

保
護
者
の
皆
さ
ま
へ

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
、高

校
生
世
代
へ
の
医
療
費
助
成
の
内

容
を
拡
大
し
、入
院
費
だ
け
で
な

く
通
院
費
も
助
成
対
象
と
な
り
ま

す
。助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
、申

請
が
必
要
で
す
。３
月
31
日
㊎
ま

で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象

15
歳
に
達
す
る
日
以
後
最
初
の
４

月
１
日
か
ら
18
歳
に
達
す
る
日
以

後
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に

あ
る
人

※
就
労
や
婚
姻
し
て
い
る
人
も
助

成
対
象
で
す
。

▼
助
成
内
容

令
和
５
年
４
月
診
療
以
降
の
通
院

費
と
入
院
費

※
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
に
限

り
ま
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
対
象
者
の
健
康
保
険
証

□
福
祉
医
療
費
受
給
資
格
者
証
等

交
付
申
請
書（
通
知
に
同
封
さ

れ
て
い
ま
す
）

重
度
心
身
障
害
者
な
ど
の

皆
さ
ま
へ

令
和
５
年
８
月
か
ら
福
祉
医
療

制
度
が
一
部
変
更
と
な
り
、所
得

制
限
基
準
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

▼
所
得
の
確
認
対
象

受
給
資
格
者
本
人
お
よ
び
同
一
世

帯
の
配
偶
者
・
扶
養
義
務
者

▼
対
象
所
得

給
与
所
得
・
譲
渡
所
得
・
不
動
産
所

得
・
雑
所
得（
年
金
）な
ど

※
障
害
年
金
、遺
族
年
金
な
ど
の

非
課
税
所
得
は
対
象
外
で
す
。

▼
所
得
制
限
基
準
額
及
び
収
入
額

の
目
安

下
記
表
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

窓
口
な
ど
で
個
人
の
収
入
に
関
す

る
問
い
合
わ
せ
に
は
お
答
え
で
き

ま
せ
ん
。

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

福
祉
医
療
制
度
に
つ
い
て

ご
確
認
く
だ
さ
い

まちの花

 所得制限基準額および収入額の目安
扶養親族等の数は、税法上実際に扶養している人の数です。

扶養親族等の数
受給資格者本人 配偶者または扶養義務者

所得制限基準額（※１） 収入額の目安（※２） 所得制限基準額（※１） 収入額の目安（※２）

0人 3,604,000円 約 5,180,000 円 6,287,000 円 約 8,319,000 円

1人 3,984,000円 約 5,656,000 円 6,536,000 円 約 8,586,000 円

2人 4,364,000円 約 6,132,000 円 6,749,000 円 約 8,799,000 円

3人 4,744,000円 約 6,604,000 円 6,962,000 円 約 9,012,000 円
※１ 所得制限基準額は、特別障害者手当に準拠しているため、制度改正により変更となることがあります。
※２ 収入額の目安は、給与所得者を例とした額です。

よしおかほっとメール
　登録すると、スマホやパソコンに防災・防犯情報や
くらしの情報などが配信されます。 登録はこちら

「ｄ」ボタン
テレビリモコン

https://service.sugumail.com/yoshioka/
URL 

　データ放送を通じて、気象
情報や、町が発信する防災情
報などを見ることができます。
　また、群馬テレビのデータ放
送では、町からのお知らせなど
も掲載しています。

問い合わせ先　総務課 協働安全室　☎26-2243（直通）

よし
　登録する
くらしの情

https://s
URL 

新しい生活を始める前
に！

情報の入手方法の
確認を

URLを入力または二次元バーコードを読み取ってください。
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「
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関

す
る
法
律
」は
農
業
振
興
地
域
に

お
け
る
優
良
農
地
を
確
保
し
、農

業
の
健
全
な
発
展
の
た
め
、他
用

途
へ
の
転
用
な
ど
を
制
限
す
る
た

め
に
定
め
ら
れ
た
法
律
で
す
。

町
の
農
地
は
、大
部
分
が
農
業

振
興
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。し

か
し
、社
会
情
勢
の
変
化
な

ど
に
よ
り
土
地
利
用
計
画
を
変
更

す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
、緊

急
で
や
む
を
得
な
い
も
の
に
限

り
、農
用
地
区
域
か
ら
の
計
画
変

更（
除
外
・
編
入
）を
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。町
で
は
、年

１
回
４
月
に
受
け
付
け
を
し
て
い

４
月
中
に
申
出
を
し
ま
し
ょ
う

農
振
除
外
の
申
出

ま
す
。期
限
内
に
申
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

な
お
、申
出
を
し
て
も
計
画
変

更
の
要
件
が
全
て
満
た
さ
れ
な
け

れ
ば
除
外
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。ま
た
、過
去
に
除
外
に
さ
れ
、

現
在
農
地
転
用
を
し
て
い
な
い
土

地
を
お
持
ち
の
人
は
、新
た
に
申

出
を
し
て
も
承
認
で
き
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

▼
期
間（
開
庁
時
間
内
）

４
月
３
日
㊊
〜
28
日
㊎

※
受
付
期
間
外
の
申
出
は
受
理
で

き
ま
せ
ん
。

▼
受
け
付
け
・
問
い
合
わ
せ
先

産
業
観
光
課
農
業
振
興
室

☎
26
・
２
２
８
１（
直
通
）

まちの鳥

●渋川市消費生活センター   ☎22-2325
㊊～㊎午前９時～午後４時（㊗・年末年始を除く）

●消費者ホットライン  ☎188
●群馬県消費生活センター  ☎027-223-3001

町ホームページはこちら▶

　引っ越し直後に訪問販売にきた業者から、管理会社と関連があるかのような説明を受けて契約してし
まった、というトラブルが寄せられています。新生活が始まることが多い３～４月は特に注意が必要です。

●引っ越し当日に換気扇フィルターの勧誘に業者が訪れた。管理会社と関連があるかのような話であり契
約したが、後日管理会社に確認したところ、嘘だと分かった。
●「管理会社から紹介された」という業者が訪れ、水回りの防カビ工事契約をした。
　後日管理会社からは紹介などしていないと言われた。

★令和４年度も、さまざまな消費生活に関する情報を紹介してきました。今後も消費生活の相談体制充実
を維持するとともに、啓発活動を推進し、消費者行政の強化に取り組んでいきます。

●その場ですぐに契約せずに管理会社に確認しましょう。
●訪問販売で契約した場合はクーリング・オフの対象です。

相談事例

ポイント

引っ越し直後の訪
問販売

トラブルに気を
つけて！

月1で学ぶ！
消費者の賢コ

ツ

今月の手話

「ひな祭り」

両手を数字の３にして、
胸の辺りで上下に置きます。


